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ＡＤＲ検討会（第１回～第９回）において出された意見等（各論） 
 

（注）本資料は、第１回～第９回ＡＤＲ検討会において委員から出された意見（○を付したもの）及

びヒアリングで出された意見（□を付したもの）のうち各論に関するものを検討の便宜のため

に整理したもので、検討会としての意見を集約したという性格のものではない。 

 
 

ＡＤＲ全般に対する通則規律 
 
 

（基本的考え方・留意点） 
○ 通則規律の必要性としては、ＡＤＲの利用促進、当事者の選択権の確保、ＡＤＲ

の信頼性の確保が、通則規律の類型としては、主宰者に関する通則（行為規範等）、

手続に関する通則（手続規範等）、機関運営に関する通則（情報開示規範）等が考え

られるのではないか。 
○ 紛争のタイプや内容がどのようなものであっても、最低限必要な規律があるので

はないか。現行制度の中では、例えば住宅紛争処理制度は、最低限必要な規律を法

律に規定するという観点から議論されたものであり、議論の参考となるのではない

か。 
○ 通則規律の内容については、利用者の選択の前提となる情報が開示される仕組み

を作るため、ＡＤＲが制定すべき項目を強行的に規定することが重要である。規律

の性格については、調停などは仲裁と異なって訴権を放棄するものではないので、

基本的には当事者の自治に委ねるべきであり、仲裁のようなデフォルト・ルールを

置く必要はないと思われる。ただ、法制的には難しいかもしれないが、法的効果を

伴わない形で訓示規定や努力義務を置くことによって、ＡＤＲを誘導していくこと

も考え得る。 
○ 通則規律の設定に当たっては、当事者の選択権の確保を図ることが重要であり、

各機関が規則を制定すべき項目のみを規律することとして、どのような内容の規則

を制定するかは各機関に委ねた上で、その内容が公開されることが望ましい。この

他、当事者同士が主体的に紛争を解決するものであることや、消費者と事業者の格

差を考慮すべきことなども、緩やかな理念規定や訓示規定として置くことも考えら

れる。 
○ 通則的規律に関しても、ＡＤＲを幅広く捉えて議論すべき論点と、ＡＤＲの範囲

を絞って議論すべき論点を分ける必要がある。ＡＤＲの利用促進のための通則規律
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は、あらゆるタイプのＡＤＲについて考えることができるため、ＡＤＲを幅広く捉

えて議論してもよいと思われるが、他方、当事者の選択権の確保のための通則規律

は、すべてのＡＤＲに共通的な議論はできないものと思われ、ＡＤＲのタイプを考

えながら議論していく必要がある。また、ＡＤＲの信頼性の確保のための通則規律

も、手続のタイプや紛争のタイプによって議論は異なってくると思われるため、き

め細かな議論が必要である。 
 
（主宰者に関する通則） 
 （注） 主宰者資格と弁護士法との関係については、「専門家の活用」に記載 

○ 議論の前提として、どのような紛争のタイプを念頭に置くのかというところは、

委員の間で一致しておいた方がよいのではないか。例えば、主宰者要件について考

えても、ある事件には法的知識が必要であるが、他の事件には調整能力がより重要

であるというように、紛争のタイプによって求められる能力が異なる。このため、

一部の紛争のパターンを想定して制度設計を図ったために、他のパターンを締め出

すおそれがあることには十分に注意する必要がある。 
○ ＡＤＲ全般に対する通則規律について議論する前提として、「ＡＤＲ全般」とは何

を指すのかを確認する必要がある。例えば、主宰者の中立性について考えても、仲

裁や調停の場合は分かりやすいが、双方当事者の役員等が主宰者となるミニ・トラ

イアルの場合にどのように考えればよいかは難しい。 
○ 通則規律については、特に中立性の担保をどのように捉えればよいのかという点

について、公正性を確保するためのものなのか、組織からの独立が重要なのか、議

論の焦点が難しい。 
○ ＡＤＲ機関や調停人に対して守秘義務を課し、証言拒絶権を認めるという点につ

いては、その範囲についてさらに議論が必要であるが、基本的には賛成である。 
 
（手続に関する通則） 

○ 消費者と事業者のように、紛争の当事者間には情報力・交渉力の格差が存在して

おり、これをどうやって対等に近づけ、公平性を図っていくかという論点も重要で

ある。 
 
（訴訟・仲裁における一定のＡＤＲ過程情報利用の制限） 
○ ＡＤＲから裁判への情報引継ぎが国際的な潮流となっている理由は、ＡＤＲの立

場からみて、当事者がＡＤＲに出した情報が後の裁判に持ち出されるかもしれない

と思ったときに、果たして自由な話合いができるかという点への配慮があるためで
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ある。 
○ 当事者間の合意がある場合を除き、調停手続で得られた情報を訴訟へ引き継ぐこ

とを禁止する UNCITRAL 調停モデル法第 10 条の趣旨は十分に理解できるものである。 
○ 情報の引継ぎ制限は、当事者の意思に左右されるものであり、法律がなければ解

決できないというわけではないが、デフォルトルールをどう決めるかという点につ

いては、国際的な潮流にも配慮が必要である。 

○ ＡＤＲで得られた情報を、後の裁判手続においてどのように扱うべきかという問

題は、ぜひとも議論すべき重要な論点である。考え方としては、①ＡＤＲで得られ

た情報は裁判手続にも引き継がれてよいというものと、②和解型手続においては裁

断型手続では公にしないような情報も出てくる可能性があるため、裁判手続におけ

る利用を制限すべきとするものがあるが、世界的な潮流等を考えても、②をとるこ

とが適当ではないか。 
○ ＡＤＲをどのように捉えるのかが定着していない段階で、制度化を図るのは適当

ではなく、運用面での問題と考えた方がよいのではないか。 

○ ＡＤＲにおける情報は原則として裁判所に提出して、できるだけ訴訟の場で活用

されることが望ましいのではないか。 

 
○ どの範囲の情報を保護すべきかという点については、政策的な判断によるものと

考えられるが、相手方が出した和解の提案や和解を前提に出した自白等は最低限保

護すべきであろう。 
○ ＡＤＲにおける自分に不利な主張が相手方によって裁判で使用されないようにす

べきという問題と、ＡＤＲに提出した証拠が裁判で使用されないようにすべきとい

う問題とは、分けて議論した方がよいのではないか。 
 

○ 裁判官によっては、一方当事者がＡＤＲにおいて一旦過失を認めたことによって、

過失ありとの心証を形成することもあり得るのではないか。 
○ ＡＤＲにおける自白をそのまま裁判上の自白として取扱うわけではないのだから、

ＡＤＲでの本音による自由な議論を妨げることにはならないのではないか。 
○ ＡＤＲにおける自白は、合意が成立しなければ自白も撤回するということが前提

条件となっているものと考えてもよいのではないか。 
 
□ ＡＤＲに提出された資料の訴訟手続における利用については、現行の制度では、

原則として証拠能力の制限がないこと、証拠制限契約が締結されたとの取扱いも可

能であることに留意する必要がある。 
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○ 最終的には裁判官の自由心証によって妥当な解決が図られるとしても、なお、Ａ

ＤＲから裁判への情報引継ぎ制限が国際的な潮流となっている趣旨には十分留意す

る必要がある。 
○ ＡＤＲで得られた情報の裁判手続における利用を制限すべきとした場合に、証拠

能力の否定という形で構成すると、すべての証拠は裁判官の自由心証に委ねられる

ものとしている我が国の民事訴訟法の原則との整合性が問題となるので、別段の合

意がない限り、ＡＤＲで相手方が出した証拠や情報を一方当事者が勝手に裁判手続

に提出してはならないとする黙示の合意があったものとするという構成を考えれば

よいのではないか。 
○ デフォルトルールとして、調停合意がなされた場合には証拠制限契約が結ばれた

ものとみなす規定を置くことも考えられ、このような規定であれば、現行の民事訴

訟法との整合性もとれるのではないか。 
○ 個々のＡＤＲが証拠の取扱いを明らかにすることによって、当事者が証拠制限契

約を結ぶかどうかを選択する機会を与えることも考えられるのではないか。 

○ 裁判実務に携わる立場からの意見を述べれば、訴訟の場に提出されたものについ

て、証拠能力がないとして裁判所が取り調べないということも有り得ず、証拠制限

契約が結ばれている場合には、証拠価値が著しく低いものとして取扱うということ

になるのではないか。 

○ 下級審の判例では、弁論準備手続における相手方当事者とのやりとりの記録につ

いて、自由な意見交換を妨げるという理由で証拠能力を否定している例があること

にも留意すべき。 
 

○ 引継ぎを制限したとしても、現実論として、当事者がＡＤＲの過程を主張しあう

ことは避けられないので、ＡＤＲ機関が文書提出命令を拒絶できるかどうかという

問題や、調停人や当事者が証言を拒絶できるかという問題は、議論しておくことが

適当ではないか。 
○ ＡＤＲ機関や調停人が、どのような場合に裁判所に対する文書提出義務や証言義

務を負うかどうかという点は、守秘義務の範囲の問題として議論する必要がある。 
○ 守秘義務・証言拒絶権と情報の利用制限とは、別の論点として議論する必要があ

る。情報の取扱いに関しては、ＡＤＲ制度をどのように評価し、位置付けるかとい

う観点から考えるべきである。 
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法的効果の付与（全般） 

 
○ ＡＤＲに何らかの法的効果を付与して、利用を促進することも必要である。 
○ 法的効果の付与等につき検討を進める際には、各ＡＤＲ機関の目指すサービス内容

によって、必要な項目が異なってくることを前提に、ある程度の機関からの一定の

需要があれば、できる限りそれに応えるという姿勢で検討に臨むべきである。 
○ 十分な制度設計が行われないままに、簡単にＡＤＲに法的効果を与えようとする議

論は危険である。 
□ ＡＤＲに関する手続が機関によってまちまちである状況のまま、執行力等の法的効

果を付与することは時期尚早であり、まずＡＤＲの定義付けをはっきりする必要が

あると考える。 
□ ＡＤＲの主宰者には一定の技術レベルや倫理観が必要であり、あらゆるＡＤＲに強

力な法的効果を付与するのは問題であると思われる。 
 
 

時効中断効の付与 
 

（基本的考え方・留意点） 
□ 時効の中断については、明確化する方向で考えてほしい。 
□ 時効の中断については、裁判外の催告以上の効果を付与するのであれば、民事調停

等との関係や、どのような要件を課すのか、その要件が明確なものとなるのか、手

続が進められることが担保されるのかといった点について検討する必要がある。 
○ 申立ての内容や時点、相手方に対する通知の時点の確認等の手続がどの程度確保で

きるのかを考慮しないでは、時効中断効を認めるかどうかを議論をすることはでき

ないのではないか（そのためには、現在時効中断が認められている行政型ＡＤＲで

は、申立ての受付についてどういう手続が取られているか、相手方に対する通知が

いつ到達したかの確認がどういう形でされているか等を確認する必要がある。）。 

○ 実態としてＡＤＲ申立ての中には単なる請求よりも裁判上の請求等に近いものも

あり、民法では裁判上の請求や和解のための呼出に時効中断効を認めていることと

のバランス、ＡＤＲに時効中断効が認められないことにより発生する問題等を踏ま

えれば、すべてのＡＤＲとはいえないものの、それほど厳格に考えることなく、Ａ

ＤＲに時効中断効を認めてもよいように思われる。 

○ 現在いくつかの行政型ＡＤＲに時効中断効が認められていることを考えれば、民間
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型ＡＤＲであるからといって時効中断効が認められないということはない。 

したがって、どのような要件を満たせば時効中断効が認められるかを議論の出発

点として、現在、時効中断効が認められている行政型ＡＤＲから、時効中断効が認

められるための一般的な要件を抽出する作業が必要ではないか。 

○ 消費者の立場から見て、時効中断効を付与する場合には、次の点に留意すべきであ

る。 

・ ＡＤＲ機関が手続を進行しなくても時効が延長されてしまうこと等がデメリッ

トとして考えられるが、主宰者要件で対象となるＡＤＲを絞ることはやや法律的

にも困難であると思われ、他にこのような制度の悪用・弊害を防ぐ手法はないか。 

・ 相談・苦情処理にも様々なレベルのものがあり（例えば、単なる相談等で終わる

ものと、一連のプロセスの中であっせんに移行していくもの）、これらと時効中

断の関係についても検討が必要。 

○ 消費者の立場としては、時効中断効の付与は必要であると考えており、そのために

整備すべき条件について今後提言をしていきたい。時効中断効の付与のための条件

として、機関・要件・制度のタイプについて考えてみると、 

・ 機関に関しては、悪質な事業者による利用を排除することが必要であり、そのた

めに、機関の認定という手段以外にも方法がないかを考える必要がある。 

・ 要件に関しては、利用者が主体的に手続に関わることが重要である。 

・ 効果に関しては、「個別労働紛争解決促進法タイプ」のように、ＡＤＲでの手続

開始時に遡って時効が中断する方式でよいと思われる。この場合、事案がたらい

回しにされることが多い現状も踏まえ、どこまでの機関を含むのか、苦情処理か

らスタートするケースにはどこまで遡るか等について議論する必要がある。 

○ 「時効停止タイプ」という言葉を広い意味で捉えるとすれば、民法で規定されてい

る時効停止の概念との混乱が生じないように、用語を整理して議論する必要がある。 

また、民法から離れた時効中断事由を認めるべきではなく、基本的には民法で認

められている中断事由をベースに、対象や要件を考えた方がよいのではないか。 

○ ＡＤＲを「裁判と並ぶ」ものでなく、「裁判につなぐ」ためのものとして活性化を

図るものと捉えれば、あまり大きな権力をＡＤＲに付与することは適当でなく、現

行制度を少し拡大する形で、ＡＤＲにある程度の力を付与することが望ましい。時

効中断効の付与についても、このような観点から考えるべきである。 

○ 時効中断効を付与する対象として、相談や苦情処理を取り込むために、それなりに

交渉の実態がある部分についても時効中断効を認めることはできないか。 
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（時効中断効付与の方法） 
○ ＡＤＲの時効中断効は、民事調停等と同様に認められるべきである。 

・ 時効中断効の付与の是非を議論する際、時効制度とは何かという根本的な議論を

することになる。 

民法制定当時には、権利を確保するために相手方に何らかのアクションを起こ

す行為に時効中断効を認めることとしており、これらは条文の中にすべて網羅さ

れていたはずであるが、その後に創設された制度には時効中断効が規定されてお

らず、法の欠缺（けんけつ）が生じているものと思われる。民法制定当時には制

度がなかった民事調停についても、民法の類推適用によって、申立てに時効中断

効が認められているところであり、現在制度を作ろうとしているＡＤＲについて

も、法の欠缺（けんけつ）を埋める作業が必要である。 

私的自治の観点からも、交渉をしている間に時効が成立してしまうといった弊

害を除去すべきであり、ＡＤＲについて時効中断効を認めるべきである。 

・ その際、主宰者の要件を課すことは立法技術的に難しく、また、ＡＤＲを規制す

ることにつながるおそれもあるため、主宰者の観点ではなく、当事者の観点から

立法すべきである。主宰者の要件に関する問題も含め、ＡＤＲにおける手続如何

では時効中断効を認めるべきでない場合があったとしても、それは、訴訟で時効

中断の有無が争点になった場合の立証の問題として解決できるのではないか。 

○ 申立て時期や要件の充足性をすべて立証の問題として解決しようとすると、裁判で、

徒に時効中断の抗弁が出され、審理が必要な案件が増えてしまうのではないかとい

う懸念がある。裁判所の事務負担という観点からは、定型的に時効中断効があると

いってよいだけの実態があるようなＡＤＲ申立てに限って認めるべき。 

○ ＡＤＲに時効中断効が認められれば、現在、裁判が受けている事件の一部はＡＤＲ

に流れるので、裁判所の負担は軽減されるという理解が国際的な認識であり、アプ

リオリに裁判所の負担が増えるので困るということはないのではないか。 

○ ＡＤＲの活性化のためには、時効中断効の付与は必要であると考える。ＡＤＲで紛

争解決をする期間を区切って、その期間だけ時効が進行しないような仕組みも考え

られないか。考え方としては、時効中断効というよりも、時効の停止に近いが、こ

のような選択肢も考えられるのではないか。 

○ ＡＤＲにおける時効の問題を解決する方法としては、「時効中断」のほかにも、①

UNCITRAL モデル調停法の議論の過程で出されたように、時効を「停止」させる（い

わゆるチェス・クロック）方式や、②アメリカで行われているように、時効中断事

由は訴えの提起等に限定しつつ、ＡＤＲの進行中は裁判の期日を入れない（もっぱ

ら時効中断のための訴えの提起も認める）方式もあり得るので、最初の段階ではあ
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まり選択肢を絞り込まず、幅広く検討しておくべきではないか。 

○ 次のような観点からも、時効中断効は広く認められるべきであると考える。 

・ 時効が中断するかどうかについて裁判所に持ち込まれる争いは、法律で制度を作

ることによって減るはずであるし、時効中断を目的とした訴えの一部がＡＤＲに

回ってくることなどを勘案すれば、裁判所の負担は軽減されるのではないか。  

・ 時効は立証の問題であるから、ＡＤＲが第三者として証明することができるよう

に制度を仕組めば、立証も簡単になると思われる。 

・ 現在、ＡＤＲでの紛争解決中に時効の完成が近づいてくると、主宰者は申立人に

対して、時効中断のための訴え提起を打診すべきかどうかという問題が生じてい

る。この場合、打診すれば主宰者としての中立性が疑われ、打診しないまま時効

が完成すれば不信を買うことになり、いずれにしても問題がある。 

○ 時効中断効の付与のオプションについて、効果という面からみると、 

・ 「時効停止タイプ」は日本の法制度の中では異例であり、導入は困難ではないか。 

・ 「仲裁タイプ」のように、ＡＤＲでの手続開始自体に時効中断効を与える考え方

は、必ず第三者の判断により解決されるときにのみ可能であって、調整型を含む

ＡＤＲ一般に適用するのは困難ではないか。 

・ 「個別労働紛争解決促進法タイプ」のように、訴訟へのつなぎの手続としてＡＤ

Ｒを捉える方が、要件も軽くなり、現行制度との整合性もとれるのではないか。 

・ 民法第１５１条の類推適用が可能かどうかについては、なお解釈論として残るも

のの、制度論としては「個別労働紛争解決促進法タイプ」がよいと考える。 

時効中断効を付与するための要件としては、 
・ ドイツ民法のように、交渉開始についての相手方の合意が時効中断への手がかり

となれば、ＡＤＲの独立性や公正性は必ずしも必要ではないのではないか。 

・ 手続的安定を確保するため、一定のＡＤＲ機関を認定する方法をとってもよいの

ではないか。この場合には、①認定機関に直ちに時効中断効を付与する仕組みと、

②電子署名法のように、法的効果を与えずに、より緩い基準で機関を認証するこ

とで、事実上の効果として証明を軽くする仕組みとが考えられる。 

○ 時効中断効を付与する制度としては、広い意味での「時効停止タイプ」の方が、Ａ

ＤＲの趣旨に沿っていると思われる。 

・ UNCITRAL における調停モデル法の議論の中では、調停終了時にこれまで進行して

いた時間をゼロにまで戻す必要がないのではないかという考え方が根底にあっ

たために、時効中断ではなく時効停止を選択したのではないかと思われる。 

・ 個別労働紛争解決促進法などでも、不調の場合には、後に訴え提起が控えている

場合にのみ時効が中断し、広い意味での時効停止タイプとみることもできるから、
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既存制度との整合性についても、それほど異なっていないといえるのではないか。 

・ ドイツ民法では当事者間での交渉に時効停止を認めていることからも、ＡＤＲで

の紛争解決と交渉との間に線を引くことがよいのかどうか考える必要がある。 

○ 時効中断を認めるための制度としては、仮に、以下の方法を考えることができる。 

・ ＡＤＲへの申立て自体に時効中断効を与える方法については、民法では訴えが却

下されれば時効中断効が生じないこととのバランスから考えて、和解にまで至ら

ない可能性が高いＡＤＲへの申立てにこれを認めることは、かなり難しい。 

・ 時効中断を認めている現行の個別法は、民法第１５１条の内容を明らかにしたも

のと解することができ、これと同様に、ＡＤＲが不調に終わった後に、訴えを提

起すればＡＤＲへの申立時に遡って時効が中断するという方法は、現行制度との

比較からみても無理がなく、今後要件を絞っていけば、立法は可能かもしれない。 

・ 民法第１５３条の催告に当たるものとして、６ヶ月以内に訴えを提起すれば時効

中断効が生じるものとする方法も考えられる。 

・ ドイツ民法のように、交渉開始から終了までの間は時効が停止するという方法も

考えられる。民法とは別の法体系として規定するのであれば、可能かもしれない。 

 

 
執行力の付与 

 
（基本的考え方・留意点） 
□ 執行力については、現在認められている債務名義との関係や、どのような要件を課

すのかについて、国家による強制力の行使を基礎付けるものとして、慎重な検討が

されるべきである。 

○ 執行力の付与については、当事者に十分な情報が提供され、選択の余地が確保され

ることを前提に、十分に議論する必要がある。 

○ ＡＤＲにおける合意内容に関して債務不履行が生じた場合に、再度合意を得る努力

をせず、すぐに国家権力による執行に結び付けるのは、私的自治による紛争解決と

いうＡＤＲの基本理念に反するのではないか。 

○ 消費者の立場からの考え方としては、 

・ ＡＤＲの定義付けがはっきりしないままに、執行力を付与するかどうかの議論を

進めるのはよくない。また、アンケート等で要望が高いからといって、既存のＡ

ＤＲの現状を追認する形で執行力を付与するというのはありえない。 

・ 当事者がどの段階で執行力の選択という問題と向き合うのか。①ＡＤＲへの入口

の段階、②ＡＤＲでの手続開始後、③ＡＤＲでの結論が出た後のいずれかの段階
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で執行力を付与するかどうかを選択することになると思われるが、例えば③のよ

うな形であれば、あった方がよいとする意見もある。 

・ ＡＤＲの手続が非公開であるために、執行力の選択に必要な情報まで得られない

というのは問題である。 

○ UNCITRAL 調停モデル法の議論の中では、各国の間で、そもそも執行力を付与するこ

とが望ましいかどうか議論があり、考え方の方向が一致しているとはいえない。 

執行力の付与について検討する際には、仲裁から相談・苦情処理までの幅広いＡ

ＤＲ全体について漠然と議論するのではなく、はっきりと調停・あっせんを念頭に

置きつつ、その性格を見据えながら議論を進めていくべきである。 

○ 弁護士会仲裁センターでは、自ら又はこれと同視し得る程度の機関のみを対象に、

執行力を付与すべきかどうかを議論していることを付言しておく。 

また、弁護士会の内部でも、必ずしも執行力の付与に賛成というわけではなく、 

・ 執行力の付与によってＡＤＲの良さが失われてしまい、そもそもＡＤＲとは言え

なくなるのではないかという危惧があるため、執行力の付与には反対である。 

・ 執行力を付与するＡＤＲには、一定の要件を求めるべきである。 

・ 裁判所との連携の問題と捉え、即決和解や公正証書の形で執行力をつけるものと

して、これらの手続を簡略化する方法を考えられないか。 

といった多様な議論があることに注意すべきである。 

○ 執行力は、実際に執行することよりも、履行を促進することに大きな役割を担って

いる。また、合意内容が履行されない場合でも、再度ＡＤＲにおける話合いを促進

する役割もある。 

○ ＡＤＲ機関に対して、執行力を付与するための要件を示して、再度要望を聞いてみ

ることにして、その際に、各ＡＤＲ機関の体制も調査すればどうか。 

○ 執行力の危険性については、十分認識する必要がある。裁判所における実態をみて

も、裁判所の後見的な役割が無いと、代理人がついていない者に不利な合意が結ば

れる場合も多く、当事者間の合意にそのまま執行力を与えるの危険である。 

○ 執行力というのは、国家権力の赤裸々な発現とみることもでき、その根源たる力を

どのように付与すべきかということについては、慎重な議論が必要である。 

○ これまでの議論では、すべてのＡＤＲを対象に、両当事者の合意に直ちに執行力を

与えるということは有り得ないという点では意見が一致しており、今後、①ＡＤＲ

に独自の執行力を付与するためには、どのような要件・手続を求めるべきかという

議論と、②既存の制度を利用して執行力を付与する方法を考えた場合には、どのよ

うな工夫が可能かという議論を、併行して進めていく必要がある。 
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（執行力付与の方法） 

○ 次のような理由により、法律により執行力が付与されるＡＤＲを個別に指定する方

法によってはどうかと考える。 

・ ＡＤＲ全体を念頭に要件を議論すると、場合によってはＡＤＲを規制する方向に

つながりかねない。 

・ 即決和解等の既存制度をいわゆる便法として利用しやすくすることについては、

便法自体にも問題があるし、そもそも当事者に二度手間をかける方法であり、今

後ＡＤＲが取扱う事件数が増えれば対応できなくなる可能性がある。 

・ 執行力を付与するかどうかは、「政策論」で解決すべき問題である。不履行が生

じた場合に二度手間となることを避けるために、合意時点と執行との間の時間的

な間隔を縮小することも、政策的にはありうるのではないか。 

・ 執行力を付与するＡＤＲをどのように選別するかについては、現行制度では執行

力が与えられる場合がすべて法律に定められていることも考えると、ＡＤＲにつ

いても、具体的にどの機関にどのような形で執行力を付与するのかを特定して、

法律によって定めるべきであると考える。 

○ 執行力の付与について議論する場合には、既存の法制度との整合性について考えな

ければならない。 

・ UNCITRAL 調停モデル法の議論の中でも、仮に調停に執行力を付与するとしても、

手続面でも効力面でも、仲裁を超えることはできないという考え方であった。 

・ 契約についての一般理論では、調停における和解合意には単なる民法上の和解契

約の効果しか与えられていないことを考えれば、ＡＤＲであるから直ちに執行力

を与えてよいという議論は短絡的すぎるのではないか。 

・ 現行の執行法制では、一定のプロセスに着目しているというより、むしろ、公務

員が関わった場合にのみ執行力を与えているとみることもできる。ＡＤＲに執行

力を与えるかどうかを議論する際は、このような現行制度の仕組みを越えるべき

かどうか、越えるとすればどのような理由なのかを考えなければならない。 

○ 執行力の問題に関しては、アンケート結果の見方には慎重であるべきであり、執行

力を付与する対象については、何らかの限定をせざるを得ない。 

執行力を付与するためのアプローチの範囲は、それほど広くないと思われ、 

・ ＡＤＲにおける合意の公証という観点からみた場合、ＡＤＲに公証に代替する効

力を付与することが考えられるが、国の機関である公証人に代替する権限を民間

に認めるべきかどうかという議論がある上、少なくとも認証制を採らざるを得な

いし、公証制度の要件を越えることができないという制約があると考えられる。 

・ 内容や手続のチェックという観点から見た場合、裁判所の執行判決（決定）など、
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いずれかの段階で裁判官がチェックすることが考えられるが、類似の制度をもつ

フランスと比較しても、すべてのＡＤＲに認められるかどうか疑わしいし、即決

和解を利用する方法に比べてどれだけメリットがあるかという疑問も生じる。 

○ 執行力が認められている現行制度の中でも、実質的な合意内容は当事者が調達して

いるものもあり、さらに仲裁では公務員の認証を必要としていないことを考えれば、

ＡＤＲにおける調停のように、主宰者が交渉過程に関与しており、さらに当事者の

合意があるものについては、公務員の関与がなくてもよいのではないか。 

○ 調停人には仲裁人のような公正・中立義務が課されていないという意見もあるが、

不満のある当事者に中途離脱が許される調停には、そもそも公正性・中立性に向か

わざるを得ない力学があり、そのような批判は当たらないのではないか。 

○ 執行力を付与する場合には、一度は裁判所を通す必要があると思われるが、そこま

でして付与する必要があるのか疑問である。むしろ、ＡＤＲで合意された場合には

即決和解の手続を早めるルールを作るなど、既存の制度を利用するルートも考えら

れるのではないか。 

 
 

法律扶助等との関係 
 
○ 民事法律扶助法を作成した段階では、ＡＤＲの取扱いについては、司法制度改革

におけるＡＤＲの議論をまって位置付けを検討すべきということで先送りになった

ところである。 
○ 裁判よりＡＤＲでの紛争解決の段階で税金を投入した方がコストが安いという考

え方もありるが、現在の法律扶助をめぐる予算の状況に鑑み、ＡＤＲに予算を配分

することが適当かどうかについては、慎重な検討が必要ではないか。 
○ 当検討会で法律扶助が必要であるという検討を出しても、法律扶助予算全体との

関係から実現できるかどうか定かではないところがあり、現実を踏まえた議論をす

る必要がある。 
○ ＡＤＲへの支援の方法としては、利用者の支援とＡＤＲ機関への支援とという２

通りの方法があり、場合によっては、後者のような支援の方が効率がよいこともあ

り得るので、そのような支援も国によるＡＤＲへの関与の一環として議論すべき。 
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裁判手続との連携 

 
 

（基本的考え方） 

○ 長期的な視点で見れば、裁判手続との連携の問題を考えることは重要であり、諸

外国でも、連携はＡＤＲ振興策の中核として捉えられており、特に裁判所への信頼

が強い我が国では、裁判所との連携を持つことによって、ＡＤＲの信頼性を高める

ことになると思われ、一定の規定を設けることを積極的に考えるべきである。 
□ 裁判手続との連携を制度化するためには、主にＡＤＲ側に一層の体制整備が求め

られるものと思われが、簡易・迅速・廉価な紛争処理手続を有する民間型ＡＤＲの

長所を保つことにも考慮する必要がある。 
○ ＡＤＲはできるだけ自由に設計されるべきである一方、裁判所からまったく離れ

て存在するということはありえないという観点から、裁判とどのような関係を持つ

のかについて考える必要があるのではないか。 
○ ＡＤＲの手続が裁判手続との連携を前提として行われることによって、運用の柔

軟性が失われ、ＡＤＲの特性がかえって損なわれることになるのではないか。 
  
（ＡＤＲ過程で得られた情報の訴訟手続における積極的利用） 

○ ＡＤＲが利用されるようになるには何らかの権威付けが必要と考えられ、このた

めには、ＡＤＲにおける情報が裁判に伝わる仕組みがあった方がよいのではないか。 

□ ＡＤＲに提出された資料の訴訟手続における利用については、現行の制度では、

訴訟資料は当事者から提出されたものに限られることに留意する必要がある。 
○ 裁判実務に携わる立場からの意見を述べれば、ＡＤＲに出された主張や書証につ

いては、当事者によって訴訟の場に提出されなければ、裁判所としては取扱いよう

がないのではないか。 

○ ＰＬセンターを中心に、裁判手続に自動的に移行するのは弊害が大きいのではな

いかという意見が強い。 

○ ＡＤＲにおける交渉の結果をＡＤＲの主宰者が証人として裁判の場で証言すると

いう仕組みは考えられないか。 

 

（裁判所によるＡＤＲに必要な証拠調べの援助） 

○ 当事者間というよりも、第三者に対する証拠調べが必要なのに当該者が任意では

話をしてくれないというような場面で必要となる制度であると考えられる。 
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○ そもそも、当事者の合意に基づく解決が特長のＡＤＲが、厳格な証拠調べを行う

必要があるのかという点から疑問があるし、裁判実務に携わる立場からいえば、実

態がわからない事件について、裁判所が的確な証拠調べを実施できるとは思えない。

一定の手続が法令上規定されている仲裁とは事情が異なるのではないか。 
○ ＡＤＲでの解決は、あくまでも当事者同士の話合いによるべきであり、裁判所に

協力を求めることには反対である。 
○ 仲裁と異なり、最終的に解決される保証がない調停等においても、第三者に証拠

調べを強制することが適当かという点について議論する必要がある。 
 

（ＡＤＲ開始による訴訟手続等の停止） 

○ 当事者の同意があれば、事実上の対応は可能であろうが、裁判所の職権で訴訟手

続を停止することはできないのではないか。 

○ UNCITRAL 調停モデル法の議論でも、調停手続中に訴訟手続を中止するかどうかに

ついては賛否両論があって、最終的な規定から落ちたという経緯があるので、慎重

な議論が必要ではないか。 
 

（民事・家事調停前置の代替効） 
□ 調停前置をＡＤＲ前置に置き換えることについては、調停前置主義が採用された

趣旨をどう見るかによって決まるのではないか。 
○ 裁判実務に携わる立場からの意見を述べれば、ＡＤＲにおいて実際に話合いがさ

れていて、さらに交渉の余地が無い場合には、調停前置の要件を満たすものと規定

されれば、ＡＤＲ前置に置き換えることは可能ではないか。 

○ 調停前置をＡＤＲ前置に置き換えることについては、制度化を図ることが考えら

れるのではないか。 
 

（付ＡＤＲ） 

○ 長期的な視点から法律を作ることを考えれば、漠然とした規定を入れておいても

よいのではないか。 
○ 付ＡＤＲは裁判手続との連携の最大のポイントであろうが、現時点で制度化する

ことは難しいと思われ、将来的な課題として努力目標を規定したり、ＡＤＲと裁判

所との協議組織を設ける規定を置くなど、現段階で可能なことを規定するのがよい

のではないか。 
○ 裁判所からの付ＡＤＲといった論点は、将来、司法の処理能力に限界が生じ、司

法の民営化や委託すら問題となりかねない可能性も念頭に、今から受入環境の整備
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を行うという視点から議論してもいいのではないか。 
 

○ 当事者の同意があれば、事実上の対応は可能であろうが、訴訟係属した事案を当

事者の合意なく裁判所の職権でＡＤＲに回付することはできないのではないか。 
○ 付ＡＤＲは、ＡＤＲの振興という観点からみれば大きな鍵になると思われるが、

コスト負担をどうするのかという問題、また、ＡＤＲでの合意内容に判決と同じ効

力が付与されないとなると裁判を受ける権利との関係でも問題があると思われ、や

はり当事者の同意が必要となるのではないか。 
□ 裁判所が事件をＡＤＲに付することについては、裁判を受ける権利との関係や、

費用負担の問題にも留意する必要がある。 
○ 専門的な事案についてはＡＤＲを活用する方策があり得るかもしれないが、裁判

所に提出した案件が職権でＡＤＲに振り分けられるというのは反対であり、最低限、

当事者の同意は必要と考える。 
 

○ 付託中は裁判手続を停止しておいて、ＡＤＲでの解決が得られなければ裁判手続

を再開する形が考えられるのではないか。この場合でも、係属後直ちに付託という

のではなく、裁判手続の過程で、ＡＤＲに付託することが相応しいという見極めが

ついた段階で当事者に提案する形となるのではないか。 
○ フランスでは、付ＡＤＲ中の裁判手続の停止と再開、停止期間が明文化されてい

る。 
○ 訴訟係属事件の争点整理等をＡＤＲに委ねるというよりも、ＡＤＲの争点整理結

果を当事者が利用し、裁判所としてもこれを受け入れるというスタンスになるので

はないか。 
 
 

専門家の活用 
 
 

（基本的考え方） 
○ 専門家の活用に関する大きな論点としては、①まず前提として、ＡＤＲの主宰者・

代理人にはどのような資質・能力が求められるのか、②そのような能力を有する専

門家について、どのような活用の形態があり得るのか、③個別論として、どのよう

なＡＤＲにおいて、どのような専門家をどのような形で活用することが適当か、④

活用を図る上で、弁護士法７２条など現行制度との間でどのような関係整理が必要
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となるのかといったことが考えられる。 
○ 議論の方向性として、ＡＤＲが当事者の利用しにくいものであってはならないは

ずであるから、全体としてＡＤＲの担い手の垣根を低くする必要がある。このため、

弁護士を中心とした考え方をとれば、弁護士がＡＤＲに割くことのできる時間・力

の限界から、ＡＤＲのスケールが決まってしまうことになりかねないのではないか。 
○ 弁護士がカバーしきれないという問題に対しては弁護士を増やすことによって解

決すべき問題であり、垣根を低くするとなると質の担保という観点から懸念が生ず

る。 
○ 相談者が二次被害に遭遇しないための担い手要件として、弁護士法 72 条が存在す

ることから考えれば、その精神を外すことはできないと考えている。このため、紛

争解決の担い手としては、法曹有資格者が中心となるべきであり、紛争の種類によ

って他の専門家を関与させることを考えるべきである。 
○ 専門家の活用についての議論の前提として、①訴訟との決定的な違いとして、Ａ

ＤＲにはフルタイムの調停・仲裁人がほとんどおらず、皆パートタイマーである（Ａ

ＤＲに割かれる時間には限度がある）こと、②我が国には、調停・仲裁人としての

理論・技術のトレーニングを受けた者がほとんどいないこと、③弁護士だからとい

って必ずしも専門性の高い分野の法律的知識をすべて兼ね備えているわけではない

ことが挙げられる。 
 

（ＡＤＲの主宰・代理に求められる能力・資質） 
○ ＡＤＲの主宰者・代理人として求められる能力としては、基本的には、①法的知

識等に係る専門能力、②紛争分野に係る専門能力、③紛争解決に係る専門能力等が

挙げられるのではないか。 
○ 紛争の周囲には危険な利益誘導が存在するところであり、ＡＤＲの担い手には、

①～③の能力以外に中立性、公正性といった資質が求められるのではないか。また、

ＡＤＲの担い手に必要な資質として、倫理に関する資質は重要な問題である。この

場合、主宰者には、あるいは代理については更に、当事者の利益を害するような権

限の濫用が生じる可能性があるので、懲戒に関する実効的な制度による担保なども

必要となるのではないか。 
○ 専門家の有する専門性には、紛争内容に関する専門能力とともに、特に調整型に

ついては紛争解決そのものに関する専門能力という２つの面があり、その双方につ

いて活用のあり方を整理していくことが重要ではないか。 
○ 主宰者の能力・資質は、ＡＤＲの権威とも関わる問題として、担い手をどのよう

に育てていくかを考えなければならない。この場合、弁護士には資質が十分に備わ
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っているということを前提として対象を拡大していくのではなく、弁護士も含めフ

ィルターがかかる仕組みについても議論する必要があるのではないか。 
○ ＡＤＲの主宰者となるためには、法的知識や紛争内容に関する専門能力のほかに、

紛争解決に関する専門能力も必要とされるのだから、法曹関係者にもいえることで

あるが、ある分野の専門家が直ちにＡＤＲを主宰する能力があるとはいえず、ＡＤ

Ｒ主宰者への研修や資格認定についても検討する必要があるのではないか。また、

ただＡＤＲ機関が乱立するのではなく、機関相互の連携やワンストップ・サービス

の仕組みの検討も必要である。このためには、研修の充実や関係機関間の連携の問

題ともどこかの段階でリンクさせて、法や行政ができることは何かを考えなければ

ならないのではないか。 
 

○ 紛争解決に係る専門能力については従来必ずしも注目されていなかった分野であ

るが、重要であると思われる。 
○ 消費者の立場からみれば、既存のＡＤＲは、法的知識等に係る専門能力と紛争分

野に係る専門能力に特化しているため、利用者が説得されてしまうというイメージ

が強い。このため、根本的に考え方を変えて、紛争解決に係る専門能力を重視し、

当事者同士の話合いを主体として、第三者がアドバイスするような関わり方で組み

立ててもらいたい。 
○ オーストラリアでは、弁護士や専門家というだけでは調停人とはなれず、各ＡＤ

Ｒの内規で、紛争解決に係る専門能力に関し一定の研修を収めなければならないと

されている。また、紛争解決に係る専門能力は人格的なものと捉えがちであるが、

あくまでも技術であって、学ばなければ身につかない性格の能力である。ＡＤＲに

関わる専門資格の可能性までを視野に入れた議論が必要ではないか。 
○ 法的知識等に係る専門能力があれば紛争解決に係る専門能力が備わるというもの

ではなく、アメリカでは、弁護士も研修プログラム等を経て調停人となるための資

格を得ているくらいだ。 
○ 紛争解決の基準の問題を考えた場合には、法的なものでない解決基準による場合

であっても、法的な解決基準を横に置きながら考えていく必要があるのではないか。

このためには、紛争解決に係る専門能力を否定はしないが、あくまでも、法的知識

等に係る専門能力、紛争分野に係る専門能力が重要となるはずである。 
 
（ＡＤＲにおける専門家の活用形態） 
○ 仮に、各々の専門家ごとにＡＤＲ機関を設立することとなると、的確に機能する

のか、質の確保がなされるのか、国民にわかりやすいものとなるのかという点で疑
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問である。専門家の知見の活用形態については、もう少し基本的なところから考え

ていかなければならないのではないか。 
○ 世界的にみても、ＡＤＲ振興の動きが生じている大きな要因には、紛争解決を法

曹三者に任せてよいのかどうか、むしろ自由な観点で多様な紛争解決が目指されて

もよいのではないかという考え方の存在がある。このためには、ＡＤＲの活動に規

制がかけられることは望ましくないし、ＡＤＲを作ってはいけないという議論はで

きないのではないか。 
○ 専門家ごとのＡＤＲ機関が林立する姿が理想的な姿とは思わないが、紛争解決サ

ービスについて、国家による規制は最低限に留め、市場を通じた淘汰に委ねるべき

との立場からは、たとえ専門家ごとのＡＤＲが乱立する姿が理想的ではないとして

も、最初から参入を規制するのではなく、不都合が生じた段階で対応するという、

自律的努力に期待するのが望ましいのではないか。 
○ ＡＤＲにおける専門家の活用形態としては、主宰者の補助者としての専門的知見

の活用を考えていくのが一般的ではないか。各々の専門家の有する専門性の分野は

細切れであり、本日のヒアリングのように、個々の専門家がＡＤＲ機関を設立して

主宰者となるという形では、トータルな紛争解決サービスを求める利用者のニーズ

には応えられないし、果たして、司法制度改革審議会の意見書が望んだ姿といえる

のか疑問がある。 
○ 弁護士法第７２条の規制については、既にいくつかの士業法では例外扱いされて

おり、また、調停委員としても専門家が活用されているのであるから、一概に補助

者以外の活用形態を否定することなく、前向きな形で制度を仕組んでいく必要があ

るのではないか。 
○ 考えられるものとして挙げられた３つの能力のすべてを一人が保有する必要はな

く、それぞれの能力を有する者がグループとなって解決に当たることも考えられる

のではないか。 
○ ＡＤＲの利用者は、まず相談窓口を経てからＡＤＲ主宰者のところへ行くのが通

常の姿ではないかと思われる。このため、利用者が気軽に相談できる窓口の充実や、

窓口と主宰者との連携が必要であり、紛争解決の主宰者ばかりでなく、相談担当者

として専門家を活用することも重要ではないか。 
 
（弁護士法等との関係） 
○ 主宰者資格については、現実の姿を素直に認めた上で、審議会意見書に沿って一

歩前進することが望まれる。現実には、民事調停・家事調停には弁護士以外の専門

家が数多く携わっているし、弁理士法では弁理士にＡＤＲでの代理権が認められて
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いる。また、会社の担当者が代理人となることも広く行われているが、これらの行

為が弁護士法違反として刑事責任を問われたことがないのは、正当業務行為に当た

ると考えられているからである。このように、弁護士法第７２条は一部空文化して

いるといえるが、形式的には違反行為であるとみえるため、ＡＤＲに携わる人々に

とっては、せっかく立派な仕事をしているのに法に違反していると言われては元気

が出ないのではないか。このため、ＡＤＲにおいて正当業務行為を行っている場合

には、弁護士法に違反しない旨を明文化すべきである。 
例えば、主宰者についていえば、ＡＤＲ機関が認める仲裁人・調停人は弁護士法

に違反しない旨の規定を置くことや、さらに進んで、隣接法律専門職種の業務分野

においては、その専門知識を活用することなどが考えられる。 
また、代理人についても、企業法務部の担当者や身分の近い者が代理人となるこ

とに加え、ＡＤＲ機関が認める者や隣接法律専門職種の専門分野における活用も考

えられる。 
このように、最小限でも、正当業務行為に当たる部分を開放していくべきであり、

これによって、専門家の下に集まってくる紛争がＡＤＲに持ち込まれることによっ

て、ＡＤＲの活性化につながるのではないか。 
○ 諸外国における主宰者・代理人の資格要件についてみれば、仲裁や調停の主宰者・

代理人を法律家に限定している例はほとんどないと思われる。 
 
 

法的効果付与等の要件チェック方法 
 
（注１）適用対象ＡＤＲの限定方法の議論は、調停やあっせんの定義や付与される法的効果の内

容が明らかになってから見極めていくべきものではあるが、今後、法的効果の付与等の議論

を深めていく中で避けて通れない課題であるため、考えられる方法とそれぞれの方法のメリ

ット・デメリットを総論的に検討しておくとの趣旨で議論したものである。 

（注２）時効中断効の付与に掲げた意見等と一部重複する。 

 
（考えられる方式） 
○ 促進的な規定を設ける場合の対象ＡＤＲの限定方法としては、①事前チェック方

式、②事後チェック方式（認定方式）、③事後チェック方式と事前チェック方式の組

合せ（併用）が考えられる。また、認定方式をとる場合の認定の対象としては、①

機関、②手続、③主宰者があり得ると考えられる。 
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（各方式のメリット・デメリット） 
○ 基本的には、事前チェックによって特定のＡＤＲ機関にのみ法的効果を付与する

のは望ましくない。また、行政が認定することになれば、認定後も、適正に業務が

遂行されているかどうかを、ＡＤＲの内部に立ち入って審査する仕組みが必要とな

ると思われ、自主性を特長とするＡＤＲの本来の趣旨にそぐわない面もあるのでは

ないか。 
 

○ できる限り自由なＡＤＲを確保する観点からは、事後チェックが望ましいが、利

用者の予見可能性は重要な問題であり、事前の予見可能性がなくては利用者がＡＤ

Ｒの利用を決断できないおそれがある。このため、利用者からも的確に判断できる

要件が立てられるのであれば事後チェックでもよいが、それが難しいのであれば、

国の関与を最小限にする工夫をした上で、事前チェックを併用せざるを得ないので

はないか。 
○ 利用者の立場に立って考えた場合、少なくとも訴訟まで見据えてＡＤＲでの解決

を図るのであれば、予測可能性が確保される事前チェック方式は必要なのではない

か。 
 

○ 要件チェック方法として、認定方式を回避することは十分可能ではないか。例え

ば、時効については要件を法律で規定し、立証を通じて効果を付与する方法をとる

べきであるし、執行力については現存の機関を法律によって限定列挙すべきと考え

る。また、法律扶助については、法律で扶助の方向だけ出していけば、後は予算と

審査委員の判断に委ねられるのではないか。 
 

（考えられる事前チェック方式の対象） 
○ 事前チェック方法の対象を機関ではなく主宰者とし、個人の資格として考えれば、

事前チェック方式のデメリットも抑えられるかもしれない。例えば、公認の調停士

やＡＤＲ士といった有資格者が行ったＡＤＲ手続に何らかの法的効果を付与するこ

とは考え得る。 
○ 事前チェックの対象を手続や主宰者とすれば国の関与が薄まるというのはわかる

が、ＡＤＲに関する法制度を整備して国がその利用を促進する以上は、利用者の信

頼を得る必要があるはずであり、国の関与は避けられないのではないか。 
○ 消費者団体では、ＡＤＲ機関という組織に対して法的効果を付与するという方向

での検討は行っておらず、提示された論点には違和感がある。 
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（時効中断効付与を念頭に置いた意見） 
○ チェック方法をどうすべきかについては、法的効果との関係で決まるものと考え

るが、例えば時効中断効では、当事者の予測可能性が重要であり、事前チェックと

事後チェックの併用が考えられるのではないか。 
○ 手続的安定を確保するため、一定のＡＤＲ機関を認定する方法をとってもよいの

ではないか。この場合には、①認定機関に直ちに時効中断効を付与する仕組みと、

②電子署名法のように、法的効果を与えずに、より緩い基準で機関を認証すること

で、事実上の効果として証明を軽くする仕組みとが考えられる。 

○ 申立て時期や要件の充足性をすべて立証の問題として解決しようとすると、裁判

で、徒に時効中断の抗弁が出され、審理が必要な案件が増えてしまうのではないか

という懸念がある。裁判所の事務負担という観点からは、定型的に時効中断効があ

るといってよいだけの実態があるようなＡＤＲ申立てに限って認めるべき。 

 

○ 主宰者の要件に関する問題も含め、ＡＤＲにおける手続如何では時効中断効を認

めるべきでない場合があったとしても、それは、訴訟で時効中断の有無が争点にな

った場合の立証の問題として解決できるのではないか。 

○ ＡＤＲに時効中断効が認められれば、現在、裁判が受けている事件の一部はＡＤ

Ｒに流れるので、裁判所の負担は軽減されるという理解が国際的な認識であり、ア

プリオリに裁判所の負担が増えるので困るということはないのではないか。 

○ 時効が中断するかどうかについて裁判所に持ち込まれる争いは、法律で制度を作

ることによって減るはずであるし、時効中断を目的とした訴えの一部がＡＤＲに回

ってくることなどを勘案すれば、裁判所の負担は軽減されるのではないか。なお、

時効は立証の問題であるから、ＡＤＲが第三者として証明することができるように

制度を仕組めば、立証も簡単になると思われる。 

 
 

その他 
 
（情報提供面での連携等） 
○ 日本でも多くのＡＤＲが活動しているのに利用が少ない理由の一つは、利用しよう

とする者にとって、ＡＤＲに関する情報が決定的に不足していること（認知度の低

さ）にあり、紛争解決にふさわしい機関を見つけやすくすることが急務であるので

はないか。 
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○ 社会に生じる様々な問題について、第三者が援助することで自主的な解決が可能と

なるケース、代理人に頼んでしまったために解決が困難になるケースも多くあると

思われる。裁判と並ぶ競争力を持った紛争解決手段というよりも、裁判に持ち込ま

なくても済むような紛争解決手段として、ＡＤＲというものを議論する必要がある。

法的効果を与えるか否かを与えるかを先行させるよりも、多様な紛争解決のメニュ

ーがあるという情報を広く提供していくシステムの構築や主宰者の質の確保につい

て議論することが必要ではないか。つまり、最終的な法的な決定がなくても円満に

解決が図られるようサポートする機関としてＡＤＲを育成することについて議論す

る必要がある。 

 
（担い手育成での連携等） 
○ 担い手の育成についても、法曹養成の在り方の議論とも関連しつつ、さらに深く検

討する必要がある。 
○ ＡＤＲの担い手に対するサポート体制を作ることも必要である。 
□ 調停等のスキルの養成をロースクールのカリキュラムに盛り込むなど、長い視野に

立って担い手を育成することが必要と考える。 
○ 担い手のトレーニング手法を拡充し、質の確保を図るべきである。 
○ 担い手の育成面での問題を解決することが重要であり、その際には、財政面にも目

を向けるべきである。 
□ ＡＤＲの現状をみると、紛争解決のノウハウについての研究が遅れている。 
○ ＡＤＲは担い手の質に負うところが大きい。自分の経験でも、代理人、鑑定人等の

形で第三者が関与することでかえって紛争が複雑化してしまうこともあり、そうい

う意味でも、主宰者の中立性・公平性の確保や主宰者・機関に対する支援は重要で

ある。 
 

（その他） 
□ オンライン上のトラブルは、相手方が不明であったり国際的なトラブルであるため

解決が困難な場合が多く、また、被害額の少額なものが多いので、相手方が特定で

きる手段や低廉で利用者に身近な窓口の整備、外国の団体との連携などを図ってい

く必要。 
□ オンライン上のトラブルに関連して、わが国は、セキュリティ保護に比してプライ

バシー管理が遅れているという問題がある。 


